
障害者（児）サービス利用手続きの流れ

※申請からサービス利用開始まで、1～2ヶ月程度かかります。

※新規申請の場合、事前に障がい福祉課へご相談ください。

〒856-0832

大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

大村市障がい福祉課 自立支援給付グループ

ＴＥＬ0957-20-7306

ＦＡＸ0957-47-5419

①障がい福祉課に申請

②指定特定相談支援事業所へ依頼

③調査員（市役所職員）による調査

④指定特定相談支援事業所による

サービス等利用計画（案）の作成

⑤支給決定（受給者証の発行）

⑥サービス等利用計画の作成

⑦サービス利用開始

⑧モニタリング

①申請に必要なもの（いずれか一つで可）

②指定特定相談支援事業所は、サービス利用についての

計画や定期的な面談を行います。

③サービスを受ける対象者（児）の生活の様子や心身の

状況等について聞き取りをします。時間はおおよそ

30分～60分程度です。

④申請後、指定特定相談支援事業所と面談を行います。

サービス等利用計画（案）を作成し、障がい福祉課へ提

出します。

⑤提出されたサービス利用計画（案）及び調査内容を元

に、市が支給量や利用者負担上限等を決定し、受給者

証を交付します。（郵送）

⑥指定特定相談支援事業所が、利用者やサービス事業所

等と調整を行い、担当者会議を経てサービス等利用計

画を作成します。

⑦サービス利用計画に基づいて、サービスを利用します。

サービスを利用するためには、事業所と契約する必要

があります。

⑧サービスの利用状況等について、一定期間ごとに面談

（モニタリング）を行います。

・障害者手帳 ・医師の意見書（診断書）

・特別児童扶養手当の証書等

※不明な場合はお尋ねください。



指定特定相談支援事業所【大村市】（休止中を除く）

【利用者負担額】 ※上限額より1割相当額が低い場合には、1割を負担します。

【障害者】 【障害児】

【所得を判断するときの世帯の範囲】

相談支援の種類 事業所の名称 所在地 電話番号

指定特定相談支援

指定障害児相談支援

大村市地域生活支援センター

ラフ・ラム

〒856-0832

大村市本町458番地2

中心市街地複合ビル3Ｆ

52-9974

52-0690

指定特定相談支援

指定障害児相談支援
相談支援センター スマイル

〒856-0835

大村市久原1丁目595番地 1
47-5007

指定特定相談支援

指定障害児相談支援
相談支援センター 悠

〒856-0002

大村市東野岳町1699番地2
46-5877

指定特定相談支援

指定障害児相談支援
指定相談支援事業所とよたけ

〒856-0847

大村市西部町1019番地 1
53-7581

指定特定相談支援

（障害者のみ）

指定特定相談支援事業所

パール

〒856-0046

大村市木場2丁目463番地 1
53-6709

指定特定相談支援

指定障害児相談支援
相談支援センター 青風

〒856-0813

大村市西大村本町303番地6
47-6172

指定特定相談支援

指定障害児相談支援
相談支援事業所 らんぴーど

〒856-0813

大村市西大村本町343番地 泰晃ビル2Ｆ
51-1015

指定特定相談支援

指定障害児相談支援

指定特定相談支援事業所

ゆかり

〒856-0807

大村市宮小路1丁目213番地10
42-3780

指定特定相談支援

指定障害児相談支援
ＣＯＭＰＡＳＳサポート大村

〒856-0832

大村市本町259番地1 横尾ビル2Ｆ
54-3288

指定特定相談支援

指定障害児相談支援
相談支援事業所 ぽかぽか

〒856-0046

大村市木場2丁目382番地 15
090-3309-8135

指定特定相談支援

指定障害児相談支援
相談支援センター LiNK

〒856-0017

大村市荒瀬町1148番地 5
070-5059-7733

指定特定相談支援

（障害者のみ）

指定特定相談支援事業所

りぃふ

〒856-0805

大村市竹松本町1044番地11
47-5974

区分 月額負担上限額 区分 月額負担上限額

生活保護 ０円 生活保護 ０円

低所得 ０円 低所得 ０円

市民税課税世帯

（所得割１６万円未満）

９，３００円

※入所施設利用者（２０

歳以上）、グループホーム

利用者を除く

市民税課税世帯

（所得割２８万円未満）
４，６００円

市民税課税世帯

（所得割１６万円以上）
３７，２００円

市民税課税世帯

（所得割２８万円以上）
３７，２００円

種別 世帯範囲

１８歳以上の障害者（施設に入所する１８、１９歳を除く） 障害者本人とその配偶者

障害児（施設に入所する１８、１９歳を含む） 保護者の属する住民基本台帳での世帯


